
商 法 

（  50  点）

 Ｐ 社 は 、 土 木 建 設 事 業 を 業 と す る 株 式 会 社 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 か つ 監

査 役 設 置 会 社 ） で あ っ て 、 そ の 傘 下 に 完 全 子 会 社 と し て 運 送 事 業 を 業 と

す る Ｑ 株 式 会 社 を 有 し て お り 、 Ｐ 社 の 総 資 産 額 に 占 め る Ｑ 社 株 式 の 帳 簿

価 格 は 、 約 ３ ０ ％ で あ る 。 Ｐ 社 の 株 式 は 、 Ａ が １ ０ ％ 、 Ａ の 子 Ｂ が ５ ％

を 保 有 し 、 残 り は Ａ の 一 族 ３ ０ 名 が そ れ ぞ れ 数 ％ ず つ 保 有 し て い る 。 

 Ｐ 社 の 取 締 役 は 、 長 年 、 代 表 取 締 役 Ａ と 代 表 権 の な い 取 締 役 Ｂ ・ Ｃ の

３ 名 が 務 め て き た が 、2023 年 ６ 月 の 定 時 株 主 総 会 に お い て Ａ は 取 締 役 に

再 任 さ れ ず 、 Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ を 取 締 役 に 選 任 す る 決 議 が な さ れ た （ 以 下 「 第

１ 決 議 」と い う ）。し か し 第 １ 決 議 を 成 立 さ せ た 同 株 主 総 会 は 、か ね て 子

会 社 Ｑ 社 の 管 理 を め ぐ っ て Ａ と 対 立 関 係 に あ っ た Ｂ が 、 取 締 役 会 決 議 の

な い ま ま 招 集 し た も の で あ り 、 Ａ に は 同 株 主 総 会 の 招 集 通 知 は 送 ら れ て

お ら ず 、 Ａ は 同 株 主 総 会 に 出 席 し て い な か っ た 。 同 株 主 総 会 直 後 に 開 催

さ れ た Ｐ 社 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ 全 員 一 致 の 賛 成  によ

り 、 Ｂ は 代 表 取 締 役 に 選 定 さ れ た 。 

以 上 の 経 緯 に よ り 代 表 取 締 役 と し て 選 定 さ れ た Ｂ は 、Ｐ 社 を 代 表 し て 、

Ｑ 社 株 式 全 部 を Ｒ 株 式 会 社 に 譲 渡 す る 旨 の 契 約 （ 以 下 「 本 件 契 約 」 と い

う ）を 締 結 し た 。そ の 後  2023 年 ７ 月 に 開 催 さ れ た Ｐ 社 の 臨 時 株 主 総 会 に

お い て 、 一 部 の 株 主 を 除 く ほ と ん ど の 株 主 が 出 席 し 、 大 多 数 の 株 主 の 賛

成 に よ り 、 本 件 契 約 を 承 認 す る 決 議 が な さ れ た （ 以 下 「 第 ２ 決 議 」 と い

う ）。第 ２ 決 議 を 成 立 さ せ た 同 株 主 総 会 は 、取 締 役 会 に お い て 取 締 役 Ｂ・

Ｃ ・ Ｄ 全 員 一 致 の 賛 成 に よ っ て 招 集 が 決 定 さ れ 、 Ｂ が 招 集 し た も の で あ 

った  。 

本 件 契 約 の 効 力 に 関 し て 、 会 社 法 上 の 論 点 に つ い て 検 討 し な さ い 。




